
職発 0 6 2 8 第１号 

令和５年６月 28 日 

 

各都道府県労働局長 殿 

 

厚生労働省職業安定局長 

        （ 公 印 省 略 ） 

 

 

「職業安定法施行規則の一部を改正する省令」の公布について 

 

 

本日、職業安定法施行規則の一部を改正する省令（令和５年厚生労働省令第 89

号。以下「改正省令」という。）が公布され、令和６年４月１日より施行される

こととなった（別添１参照）。改正の内容は下記のとおりであるので、貴職にお

かれては、これに十分留意の上、業務の円滑な実施について遺漏のなきよう万全

を期されたい。 

 

 

記 

 

 

第１ 労働者の募集等において、明示すべき労働条件の追加【職業安定法施行規

則（昭和 22年労働省令第 12号。以下「則」という。）第４条の２第３項関

係】 

「今後の労働契約法制及び労働時間法制の在り方について（報告）」（令和４

年 12月 27日 労働政策審議会労働条件分科会）において、労働契約の締結に

際に明示すべき労働条件について、就業場所・業務の変更の範囲や、有期労働

契約の更新上限の内容等を追加することが適当である等を内容とする検討結

果がとりまとめられ、当該内容を含む労働基準法施行規則（昭和 22年厚生省

令第 23号）の改正が行われる（別添２参照）など、労使の予見可能性の向上

や紛争の未然防止等のための制度の見直しが進められている。 

これを踏まえ、労働者の募集や職業紹介事業者が職業紹介を行う場合等に

おいて、求職者等に対して明示しなければならない労働条件に、労働基準法施

行規則と同様に、有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項（当該更新

回数の上限等を含む。）並びに就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲を



追加する。 

  

第２ 有料職業紹介事業における手数料表、返戻金制度に関する事項を記載し

た書面等の取扱い【則第 24条の５第４項関係】 

行政手続一般について、「デジタル社会の実現に向けた重点計画」（令和４年

６月７日閣議決定）に基づき、デジタル庁で国・地方の構造改革を担う「デジ

タル臨時行政調査会」の下、行政手続におけるアナログ規制について具体的な

点検・見直し作業が開始されている。 

これを踏まえ、有料職業紹介事業者は、手数料表、返戻金制度に関する事項

を記載した書面及び業務の運営に関する規程を事業所内に掲示する義務があ

るところ、事業所内の掲示に限らず、インターネット等その他の適切な方法に

よって情報の提供を行うことを可能とする。 

 

第３ 施行期日 

  改正省令は、令和６年４月１日から施行する。 



職
業
安
定
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

職
業
安
定
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
労
働
省
令
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
法
第
五
条
の
三
に
関
す
る
事
項
）

（
法
第
五
条
の
三
に
関
す
る
事
項
）

第
四
条
の
二

（
略
）

第
四
条
の
二

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

法
第
五
条
の
三
第
四
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定

め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、

第
二
号
の
三
に
掲
げ
る
事
項
に
あ
つ
て
は
期
間
の

定
め
の
あ
る
労
働
契
約
（
当
該
労
働
契
約
の
期
間

の
満
了
後
に
当
該
労
働
契
約
を
更
新
す
る
場
合
が

あ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
有

期
労
働
契
約
」
と
い
う
。）に
係
る
職
業
紹
介
、
労

働
者
の
募
集
又
は
労
働
者
供
給
の
場
合
に
限
り
、

第
八
号
に
掲
げ
る
事
項
に
あ
つ
て
は
労
働
者
を
派

遣
労
働
者
（
労
働
者
派
遣
法
第
二
条
第
二
号
に
規

定
す
る
派
遣
労
働
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）と
し

て
雇
用
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
限
る
も
の
と
す

る
。

３

法
第
五
条
の
三
第
四
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定

め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、

第
八
号
に
掲
げ
る
事
項
に
あ
つ
て
は
、
労
働
者
を

派
遣
労
働
者
（
労
働
者
派
遣
法
第
二
条
第
二
号
に

規
定
す
る
派
遣
労
働
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）と

し
て
雇
用
し
よ
う
と
す
る
者
に
限
る
も
の
と
す

る
。

一

労
働
者
が
従
事
す
べ
き
業
務
の
内
容
に
関
す

る
事
項
（
従
事
す
べ
き
業
務
の
内
容
の
変
更
の

範
囲
を
含
む
。）

一

労
働
者
が
従
事
す
べ
き
業
務
の
内
容
に
関
す

る
事
項

二
・
二
の
二

（
略
）

二
・
二
の
二

（
略
）

二
の
三

有
期
労
働
契
約
を
更
新
す
る
場
合
の
基

準
に
関
す
る
事
項
（
通
算
契
約
期
間
（
労
働
契

約
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
第

十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
通
算
契
約
期
間
を

い
う
。）又
は
有
期
労
働
契
約
の
更
新
回
数
に
上

限
の
定
め
が
あ
る
場
合
に
は
当
該
上
限
を
含

む
。）

（
新
設
）

三

就
業
の
場
所
に
関
す
る
事
項
（
就
業
の
場
所

の
変
更
の
範
囲
を
含
む
。）

三

就
業
の
場
所
に
関
す
る
事
項

四
〜
九

（
略
）

四
〜
九

（
略
）

４
〜
８

（
略
）

４
〜
８

（
略
）

令和年月日 水曜日 第号官 報

〇
厚
生
労
働
省
令
第
八
十
九
号

職
業
安
定
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
五
条
の
三
第
四
項
及
び
第
三
十
二
条
の
十
三
の
規
定
に
基

づ
き
、
職
業
安
定
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
六
月
二
十
八
日

厚
生
労
働
大
臣

加
藤

勝
信



別添１ 

MUQBR
テキスト ボックス



（
法
第
三
十
二
条
の
十
三
に
関
す
る
事
項
）

（
法
第
三
十
二
条
の
十
三
に
関
す
る
事
項
）

第
二
十
四
条
の
五

（
略
）

第
二
十
四
条
の
五

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

有
料
職
業
紹
介
事
業
者
は
、
手
数
料
表
、
返
戻

金
制
度
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
及
び
業

務
の
運
営
に
関
す
る
規
程
に
つ
い
て
、
そ
の
事
業

所
内
の
一
般
の
閲
覧
に
便
利
な
場
所
へ
の
掲
示
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法

に
よ
り
、
情
報
の
提
供
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

４

有
料
職
業
紹
介
事
業
者
は
、
そ
の
事
業
所
内
の

一
般
の
閲
覧
に
便
利
な
場
所
に
、
手
数
料
表
、
返

戻
金
制
度
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
及
び

業
務
の
運
営
に
関
す
る
規
程
を
掲
示
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和年月日 水曜日 第号官 報 



（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

第
五
条

使
用
者
が
法
第
十
五
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
労
働
者
に
対
し
て
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
労

働
条
件
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
号
の
二
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
期
間
の
定
め
の

あ
る
労
働
契
約
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
有
期
労
働
契
約
」
と
い
う
。）で
あ
つ
て
当
該
労
働
契
約
の
期
間
の

満
了
後
に
当
該
労
働
契
約
を
更
新
す
る
場
合
が
あ
る
も
の
の
締
結
の
場
合
に
限
り
、
第
四
号
の
二
か
ら
第
十
一

号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
使
用
者
が
こ
れ
ら
に
関
す
る
定
め
を
し
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。

第
五
条

使
用
者
が
法
第
十
五
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
労
働
者
に
対
し
て
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
労

働
条
件
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
号
の
二
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
期
間
の
定
め
の

あ
る
労
働
契
約
で
あ
つ
て
当
該
労
働
契
約
の
期
間
の
満
了
後
に
当
該
労
働
契
約
を
更
新
す
る
場
合
が
あ
る
も
の

の
締
結
の
場
合
に
限
り
、
第
四
号
の
二
か
ら
第
十
一
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
使
用
者
が
こ
れ
ら
に

関
す
る
定
め
を
し
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

一
の
二

有
期
労
働
契
約
を
更
新
す
る
場
合
の
基
準
に
関
す
る
事
項
（
通
算
契
約
期
間
（
労
働
契
約
法
（
平
成

十
九
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
通
算
契
約
期
間
を
い
う
。）又
は
有
期
労
働
契

約
の
更
新
回
数
に
上
限
の
定
め
が
あ
る
場
合
に
は
当
該
上
限
を
含
む
。）

一
の
二

期
間
の
定
め
の
あ
る
労
働
契
約
を
更
新
す
る
場
合
の
基
準
に
関
す
る
事
項

一
の
三

就
業
の
場
所
及
び
従
事
す
べ
き
業
務
に
関
す
る
事
項
（
就
業
の
場
所
及
び
従
事
す
べ
き
業
務
の
変
更

の
範
囲
を
含
む
。）

一
の
三

就
業
の
場
所
及
び
従
事
す
べ
き
業
務
に
関
す
る
事
項

二
〜
十
一

（
略
）

二
〜
十
一

（
略
）

 
 令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報

労
働
基
準
法
施
行
規
則
及
び
労
働
時
間
等
の
設
定
の
改
善
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
労
働
基
準
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

労
働
基
準
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
厚
生
省
令
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

〇
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
九
号

労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
十
五
条
第
一
項
、
第
三
十
八
条
の
三
第
一
項
、
第
三
十
八
条
の
四
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
四
十
一
条
の
二
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
労
働
時
間
等
の
設
定
の
改
善

に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
四
年
法
律
第
九
十
号
）
第
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
労
働
基
準
法
を
実
施
す
る
た
め
、
労
働
基
準
法
施
行
規
則
及
び
労
働
時
間
等
の
設
定
の
改
善
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
日

厚
生
労
働
大
臣

加
藤

勝
信

別添２ 

 

MUQBR
テキスト ボックス




〜

（
略
）

〜

（
略
）

そ
の
契
約
期
間
内
に
労
働
者
が
労
働
契
約
法
第
十
八
条
第
一
項
の
適
用
を
受
け
る
期
間
の
定
め
の
な
い
労
働

契
約
の
締
結
の
申
込
み
（
以
下
「
労
働
契
約
法
第
十
八
条
第
一
項
の
無
期
転
換
申
込
み
」
と
い
う
。）を
す
る
こ

と
が
で
き
る
こ
と
と
な
る
有
期
労
働
契
約
の
締
結
の
場
合
に
お
い
て
は
、
使
用
者
が
法
第
十
五
条
第
一
項
前
段

の
規
定
に
よ
り
労
働
者
に
対
し
て
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
労
働
条
件
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ

か
、
労
働
契
約
法
第
十
八
条
第
一
項
の
無
期
転
換
申
込
み
に
関
す
る
事
項
並
び
に
当
該
申
込
み
に
係
る
期
間
の

定
め
の
な
い
労
働
契
約
の
内
容
で
あ
る
労
働
条
件
の
う
ち
第
一
項
第
一
号
及
び
第
一
号
の
三
か
ら
第
十
一
号
ま

で
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
申
込
み
に
係
る
期
間
の
定
め
の
な
い
労
働
契
約
の
内
容
で
あ
る
労

働
条
件
の
う
ち
同
項
第
四
号
の
二
か
ら
第
十
一
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
使
用
者
が
こ
れ
ら
に
関

す
る
定
め
を
し
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
新
設
）

そ
の
契
約
期
間
内
に
労
働
者
が
労
働
契
約
法
第
十
八
条
第
一
項
の
無
期
転
換
申
込
み
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と
と
な
る
有
期
労
働
契
約
の
締
結
の
場
合
に
お
い
て
は
、
法
第
十
五
条
第
一
項
後
段
の
厚
生
労
働
省
令
で
定

め
る
事
項
は
、
第
三
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
労
働
契
約
法
第
十
八
条
第
一
項
の
無
期
転
換
申
込
み
に
関

す
る
事
項
並
び
に
当
該
申
込
み
に
係
る
期
間
の
定
め
の
な
い
労
働
契
約
の
内
容
で
あ
る
労
働
条
件
の
う
ち
第
一

項
第
一
号
及
び
第
一
号
の
三
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
（
昇
給
に
関
す
る
事
項
を
除
く
。）と
す
る
。

（
新
設
）

第
二
十
四
条
の
二
の
二

（
略
）

第
二
十
四
条
の
二
の
二

（
略
）

（
略
）

（
略
）

法
第
三
十
八
条
の
三
第
一
項
第
六
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

法
第
三
十
八
条
の
三
第
一
項
第
六
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

使
用
者
は
、
法
第
三
十
八
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
労
働
者
を
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
に
就
か

せ
た
と
き
は
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
時
間
労
働
し
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
に
つ
い
て
当
該
労
働
者
の
同
意
を

得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
及
び
当
該
同
意
を
し
な
か
つ
た
当
該
労
働
者
に
対
し
て
解
雇
そ
の
他
不
利
益
な

取
扱
い
を
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

（
新
設
）

二

前
号
の
同
意
の
撤
回
に
関
す
る
手
続

（
新
設
）

三

（
略
）

一

（
略
）

四

使
用
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
労
働
者
ご
と
の
記
録
を
前
号
の
有
効
期
間
中
及
び
当
該
有
効
期

間
の
満
了
後
五
年
間
保
存
す
る
こ
と
。

二

使
用
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
労
働
者
ご
と
の
記
録
を
前
号
の
有
効
期
間
中
及
び
当
該
有
効
期

間
の
満
了
後
五
年
間
保
存
す
る
こ
と
。

イ

法
第
三
十
八
条
の
三
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
労
働
者
の
労
働
時
間
の
状
況
並
び
に
当
該
労
働
者
の

健
康
及
び
福
祉
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
の
実
施
状
況

イ

法
第
三
十
八
条
の
三
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
労
働
者
の
労
働
時
間
の
状
況
並
び
に
当
該
労
働
者
の

健
康
及
び
福
祉
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
と
し
て
講
じ
た
措
置

ロ

法
第
三
十
八
条
の
三
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
労
働
者
か
ら
の
苦
情
の
処
理
に
関
す
る
措
置
の
実
施

状
況

ロ

法
第
三
十
八
条
の
三
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
労
働
者
か
ら
の
苦
情
の
処
理
に
関
す
る
措
置
と
し
て

講
じ
た
措
置

ハ

第
一
号
の
同
意
及
び
そ
の
撤
回

（
新
設
）

（
略
）

（
略
）

第
二
十
四
条
の
二
の
二
の
二

使
用
者
は
、
前
条
第
三
項
第
四
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
労
働

者
ご
と
の
記
録
を
作
成
し
、
同
項
第
三
号
の
有
効
期
間
中
及
び
当
該
有
効
期
間
の
満
了
後
五
年
間
保
存
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
新
設
）

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報



第
二
十
四
条
の
二
の
三

（
略
）

第
二
十
四
条
の
二
の
三

（
略
）

（
略
）

（
略
）

法
第
三
十
八
条
の
四
第
一
項
第
七
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

法
第
三
十
八
条
の
四
第
一
項
第
七
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

法
第
三
十
八
条
の
四
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
に
従
事
す
る
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
労
働
者
の
範
囲

に
属
す
る
労
働
者
（
次
号
及
び
第
二
十
四
条
の
二
の
四
第
四
項
に
お
い
て
「
対
象
労
働
者
」
と
い
う
。）の
法

第
三
十
八
条
の
四
第
一
項
第
六
号
の
同
意
の
撤
回
に
関
す
る
手
続

（
新
設
）

二

使
用
者
は
、
対
象
労
働
者
に
適
用
さ
れ
る
評
価
制
度
及
び
こ
れ
に
対
応
す
る
賃
金
制
度
を
変
更
す
る
場
合

に
あ
つ
て
は
、
労
使
委
員
会
に
対
し
、
当
該
変
更
の
内
容
に
つ
い
て
説
明
を
行
う
こ
と
。

（
新
設
）

三

（
略
）

一

（
略
）

四

使
用
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
労
働
者
ご
と
の
記
録
を
前
号
の
有
効
期
間
中
及
び
当
該
有
効
期

間
の
満
了
後
五
年
間
保
存
す
る
こ
と
。

二

使
用
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
労
働
者
ご
と
の
記
録
を
前
号
の
有
効
期
間
中
及
び
当
該
有
効
期

間
の
満
了
後
五
年
間
保
存
す
る
こ
と
。

イ

法
第
三
十
八
条
の
四
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
労
働
者
の
労
働
時
間
の
状
況
並
び
に
当
該
労
働
者
の

健
康
及
び
福
祉
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
の
実
施
状
況

イ

法
第
三
十
八
条
の
四
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
労
働
者
の
労
働
時
間
の
状
況
並
び
に
当
該
労
働
者
の

健
康
及
び
福
祉
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
と
し
て
講
じ
た
措
置

ロ

法
第
三
十
八
条
の
四
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
労
働
者
か
ら
の
苦
情
の
処
理
に
関
す
る
措
置
の
実
施

状
況

ロ

法
第
三
十
八
条
の
四
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
労
働
者
か
ら
の
苦
情
の
処
理
に
関
す
る
措
置
と
し
て

講
じ
た
措
置

ハ

法
第
三
十
八
条
の
四
第
一
項
第
六
号
の
同
意
及
び
そ
の
撤
回

ハ

法
第
三
十
八
条
の
四
第
一
項
第
六
号
の
同
意

第
二
十
四
条
の
二
の
三
の
二

使
用
者
は
、
前
条
第
三
項
第
四
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
労
働

者
ご
と
の
記
録
を
作
成
し
、
同
項
第
三
号
の
有
効
期
間
中
及
び
当
該
有
効
期
間
の
満
了
後
五
年
間
保
存
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
新
設
）

第
二
十
四
条
の
二
の
四

法
第
三
十
八
条
の
四
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
指
名
は
、
法
第
四
十
一
条
第
二
号

に
規
定
す
る
監
督
又
は
管
理
の
地
位
に
あ
る
者
以
外
の
者
に
つ
い
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
、
使
用
者

の
意
向
に
基
づ
く
も
の
で
あ
つ
て
は
な
ら
な
い
。

第
二
十
四
条
の
二
の
四

法
第
三
十
八
条
の
四
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
指
名
は
、
法
第
四
十
一
条
第
二
号

に
規
定
す
る
監
督
又
は
管
理
の
地
位
に
あ
る
者
以
外
の
者
に
つ
い
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

法
第
三
十
八
条
の
四
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
議
事
録
の
作
成
及
び
保
存
に
つ
い
て
は
、
使
用
者
は
、

労
使
委
員
会
の
開
催
の
都
度
そ
の
議
事
録
を
作
成
し
て
、
こ
れ
を
そ
の
開
催
の
日
（
法
第
三
十
八
条
の
四
第
一

項
に
規
定
す
る
決
議
及
び
労
使
委
員
会
の
決
議
並
び
に
第
二
十
五
条
の
二
に
規
定
す
る
労
使
委
員
会
に
お
け
る

委
員
の
五
分
の
四
以
上
の
多
数
に
よ
る
議
決
に
よ
る
決
議
（
第
七
項
に
お
い
て
「
労
使
委
員
会
の
決
議
等
」
と

い
う
。）が
行
わ
れ
た
会
議
の
議
事
録
に
あ
つ
て
は
、
当
該
決
議
に
係
る
書
面
の
完
結
の
日
（
第
五
十
六
条
第
一

項
第
五
号
の
完
結
の
日
を
い
う
。））
か
ら
起
算
し
て
五
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

法
第
三
十
八
条
の
四
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
議
事
録
の
作
成
及
び
保
存
に
つ
い
て
は
、
使
用
者
は
、

労
使
委
員
会
の
開
催
の
都
度
そ
の
議
事
録
を
作
成
し
て
、
こ
れ
を
そ
の
開
催
の
日
（
法
第
三
十
八
条
の
四
第
一

項
に
規
定
す
る
決
議
及
び
労
使
委
員
会
の
決
議
並
び
に
第
二
十
五
条
の
二
に
規
定
す
る
労
使
委
員
会
に
お
け
る

委
員
の
五
分
の
四
以
上
の
多
数
に
よ
る
議
決
に
よ
る
決
議
が
行
わ
れ
た
会
議
の
議
事
録
に
あ
つ
て
は
、
当
該
決

議
に
係
る
書
面
の
完
結
の
日
（
第
五
十
六
条
第
一
項
第
五
号
の
完
結
の
日
を
い
う
。））
か
ら
起
算
し
て
五
年
間

保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
略
）

（
略
）

法
第
三
十
八
条
の
四
第
二
項
第
三
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
労
使
委
員
会
の
運
営
に
関
す
る

事
項
と
し
て
次
に
掲
げ
る
も
の
に
関
す
る
規
程
が
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
す
る
。

法
第
三
十
八
条
の
四
第
二
項
第
三
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
労
使
委
員
会
の
招
集
、定
足
数
、

議
事
そ
の
他
労
使
委
員
会
の
運
営
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
に
関
す
る
規
程
が
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
す
る
。

イ

労
使
委
員
会
の
招
集
、
定
足
数
及
び
議
事
に
関
す
る
事
項

（
新
設
）

ロ

対
象
労
働
者
に
適
用
さ
れ
る
評
価
制
度
及
び
こ
れ
に
対
応
す
る
賃
金
制
度
の
内
容
の
使
用
者
か
ら
の
説
明

に
関
す
る
事
項

（
新
設
）

ハ

制
度
の
趣
旨
に
沿
つ
た
適
正
な
運
用
の
確
保
に
関
す
る
事
項

（
新
設
）

ニ

開
催
頻
度
を
六
箇
月
以
内
ご
と
に
一
回
と
す
る
こ
と
。

（
新
設
）

ホ

イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
労
使
委
員
会
の
運
営
に
つ
い
て
必
要
な
事
項

（
新
設
）

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報 



・

（
略
）

・

（
略
）

使
用
者
は
、
法
第
三
十
八
条
の
四
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
指
名
さ
れ
た
委
員
が
労
使
委
員
会
の
決
議

等
に
関
す
る
事
務
を
円
滑
に
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
必
要
な
配
慮
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
新
設
）

第
二
十
四
条
の
二
の
五

法
第
三
十
八
条
の
四
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
決
議

の
有
効
期
間
の
始
期
か
ら
起
算
し
て
六
箇
月
以
内
に
一
回
、
及
び
そ
の
後
一
年
以
内
ご
と
に
一
回
、
様
式
第
十

三
号
の
四
に
よ
り
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
四
条
の
二
の
五

法
第
三
十
八
条
の
四
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
決
議

が
行
わ
れ
た
日
か
ら
起
算
し
て
六
箇
月
以
内
に
一
回
、
及
び
そ
の
後
一
年
以
内
ご
と
に
一
回
、
様
式
第
十
三
号

の
四
に
よ
り
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

法
第
三
十
八
条
の
四
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
同
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
労
働
者
の
労
働
時

間
の
状
況
並
び
に
当
該
労
働
者
の
健
康
及
び
福
祉
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
の
実
施
状
況
並
び
に
同
項
第
六
号

の
同
意
及
び
そ
の
撤
回
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

法
第
三
十
八
条
の
四
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
同
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
労
働
者
の
労
働
時

間
の
状
況
並
び
に
当
該
労
働
者
の
健
康
及
び
福
祉
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
行
う
も
の

と
す
る
。

第
三
十
四
条
の
二
の
二

法
第
四
十
一
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
同
条
第
一
項
の
決
議
の
有
効
期

間
の
始
期
か
ら
起
算
し
て
六
箇
月
以
内
ご
と
に
、
様
式
第
十
四
号
の
三
に
よ
り
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
四
条
の
二
の
二

法
第
四
十
一
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
同
条
第
一
項
の
決
議
が
行
わ
れ

た
日
か
ら
起
算
し
て
六
箇
月
以
内
ご
と
に
、
様
式
第
十
四
号
の
三
に
よ
り
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
略
）

（
略
）

第
三
十
四
条
の
二
の
三

第
二
十
四
条
の
二
の
四
（
第
四
項
ロ
か
ら
ニ
ま
で
を
除
く
。）の
規
定
は
、
法
第
四
十
一

条
の
二
第
一
項
の
委
員
会
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
四
条
の
二
の
四
第
四
項
ホ
中

「
イ
か
ら
ニ
ま
で
」
と
あ
る
の
は
、「
イ
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
三
十
四
条
の
二
の
三

第
二
十
四
条
の
二
の
四
の
規
定
は
、
法
第
四
十
一
条
の
二
第
一
項
の
委
員
会
に
つ
い
て

準
用
す
る
。

第
五
十
六
条

（
略
）

第
五
十
六
条

（
略
）

（
略
）

（
略
）

前
項
の
規
定
は
、
第
二
十
四
条
の
二
の
二
第
三
項
第
四
号
イ
、
第
二
十
四
条
の
二
の
二
の
二
、
第
二
十
四
条

の
二
の
三
第
三
項
第
四
号
イ
及
び
第
二
十
四
条
の
二
の
三
の
二
に
規
定
す
る
労
働
者
の
労
働
時
間
の
状
況
に
関

す
る
労
働
者
ご
と
の
記
録
、
第
二
十
四
条
の
二
の
四
第
二
項
（
第
三
十
四
条
の
二
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。）に
規
定
す
る
議
事
録
、
年
次
有
給
休
暇
管
理
簿
並
び
に
第
三
十
四
条
の
二
第
十
五
項
第
四
号
イ
か

ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
対
象
労
働
者
ご
と
の
記
録
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

前
項
の
規
定
は
、
第
二
十
四
条
の
二
の
二
第
三
項
第
二
号
イ
及
び
第
二
十
四
条
の
二
の
三
第
三
項
第
二
号
イ

に
規
定
す
る
労
働
者
の
労
働
時
間
の
状
況
に
関
す
る
労
働
者
ご
と
の
記
録
、第
二
十
四
条
の
二
の
四
第
二
項（
第

三
十
四
条
の
二
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
規
定
す
る
議
事
録
、
年
次
有
給
休
暇
管
理
簿
並
び

に
第
三
十
四
条
の
二
第
十
五
項
第
四
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
対
象
労
働
者
ご
と
の
記
録
に

つ
い
て
準
用
す
る
。

附

則

附

則

（
削
る
）

第
六
十
六
条
の
二

第
二
十
四
条
の
二
の
五
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、同
条
同
項
中「
六

箇
月
以
内
に
一
回
、
及
び
そ
の
後
一
年
以
内
ご
と
に
一
回
」
と
あ
る
の
は
「
六
箇
月
以
内
ご
と
に
一
回
」
と
す

る
。

第
七
十
一
条

第
十
七
条
第
二
項
、
第
二
十
四
条
の
二
の
二
第
三
項
第
四
号
、
第
二
十
四
条
の
二
の
二
の
二
、
第

二
十
四
条
の
二
の
三
第
三
項
第
四
号
、
第
二
十
四
条
の
二
の
三
の
二
、
第
二
十
四
条
の
二
の
四
第
二
項
（
第
三

十
四
条
の
二
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
二
十
四
条
の
七
及
び
第
三
十
四
条
の
二
第
十
五
項

第
四
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
五
年
間
」
と
あ
る
の
は
、「
三
年
間
」

と
す
る
。

第
七
十
一
条

第
十
七
条
第
二
項
、
第
二
十
四
条
の
二
の
二
第
三
項
第
二
号
、
第
二
十
四
条
の
二
の
三
第
三
項
第

二
号
、
第
二
十
四
条
の
二
の
四
第
二
項
（
第
三
十
四
条
の
二
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
二

十
四
条
の
七
及
び
第
三
十
四
条
の
二
第
十
五
項
第
四
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
ら
の

規
定
中
「
五
年
間
」
と
あ
る
の
は
、「
三
年
間
」
と
す
る
。

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
十
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
十
三
号
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
十
三
号
の
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報



（
労
働
時
間
等
の
設
定
の
改
善
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

労
働
時
間
等
の
設
定
の
改
善
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
平
成
四
年
労
働
省
令
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
法
第
七
条
第
三
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
件
等
）

（
法
第
七
条
第
三
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
件
等
）

第
三
条

（
略
）

第
三
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

使
用
者
は
、
法
第
七
条
に
規
定
す
る
労
働
時
間
等
設
定
改
善
委
員
会
の
委
員
が
同
条
の
決
議
等
に
関
す
る
事

務
を
円
滑
に
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
必
要
な
配
慮
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
新
設
）

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
労
働
基
準
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。）第
二
十
四
条
の
二
の
二
の
二
及
び
第
二
十
四
条
の
二
の
三
の
二
の
規
定
（
保
存
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。）は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
作
成

さ
れ
た
記
録
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

第
三
条

労
働
基
準
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。）第
三
十
八
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
八
条
の
二
第
三
項
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
使
用
者
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
お
い
て
も
、
新
規
則
様
式
第
十
三
号
に
よ
り
同
項

の
届
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
条

法
第
三
十
八
条
の
四
第
一
項
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
使
用
者
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
お
い
て
も
、
新
規
則
様
式
第
十
三
号
の
二
に
よ
り
同
項
の
届
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
法
第
三
十
八
条
の
四
第

四
項
の
報
告
（
以
下
単
に
「
報
告
」
と
い
う
。）は
新
規
則
様
式
第
十
三
号
の
四
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
条

新
規
則
第
二
十
四
条
の
二
の
五
の
規
定
は
、
有
効
期
間
の
始
期
を
令
和
六
年
四
月
一
日
以
降
と
す
る
法
第
三
十
八
条
の
四
第
一
項
の
決
議
（
以
下
単
に
「
決
議
」
と
い
う
。）に
係
る
報
告
に
つ
い
て
適
用
し
、
有
効
期
間
の
始
期
を
令

和
六
年
三
月
三
十
一
日
以
前
と
す
る
決
議
に
係
る
報
告
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
有
効
期
間
の
始
期
を
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
以
前
と
す
る
決
議
で
あ
っ
て
、
有
効
期
間
の
終
期
が
令
和
六
年
四
月
一
日
以
降
で

あ
る
も
の
に
係
る
報
告
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
労
働
基
準
法
施
行
規
則
（
以
下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。）第
二
十
四
条
の
二
の
五
第
一
項
中
「
が
行
わ
れ
た
日
」
と
あ
る
の
は
「
の
有
効
期
間
の
始
期
」
と
、「
六
箇
月
以
内

に
一
回
、
及
び
そ
の
後
一
年
以
内
ご
と
に
一
回
」
と
あ
る
の
は
「
六
箇
月
以
内
ご
と
に
一
回
」
と
読
み
替
え
て
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

第
六
条

附
則
第
四
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
報
告
期
間
の
終
期
が
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
以
前
で
あ
る
報
告
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
以
降
も
旧
規
則
様
式
第
十
三
号
の
四
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
七
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。




